
 
平成２４年１月２５日 

 

金銭信託「武蔵野ファンズ（愛称）」の取り扱いについて 

 
武蔵野銀行（頭取 加藤喜久雄）では、「創業６０周年記念事業」の取り組みの一環として、

新たに金銭信託（※１）「武蔵野ファンズ（愛称）」の取り扱いを開始しますので、お知らせい

たします。 
この金銭信託は、当行向けの劣後特約付貸出金（※２）を主たる運用資産としており、地域

のお客さまから託された資金を、地域経済の成長に積極的に活用いたします。 
 
なお、自行向けの劣後特約付貸出金を主たる運用資産とする金銭信託の取り扱いは、全国で

２番目、県内初の取組みとなります。 
 
※１、※２・・・・別紙参照願います。 
 

記 
 
【金銭信託の概要】 

商品名 合同運用指定金銭信託「武蔵野ファンズ（愛称）」 
運用資産 当行向けの劣後特約付貸出金および当行預金 （※３） 

信託期間 
8 年（信託設定日：平成 24 年 3 月 6 日～信託満了日：平成 32 年 3 月 6 日）

ただし、信託設定日から 3 年目以降に期前償還される可能性があります。

募集期間 
2 月 1 日（水）～2 月 15 日（水） 
募集期間の途中で、お申し込み総額が募集予定金額に達した場合には、

お申込みを締め切らせていただくことがあります。 
募集予定額 100 億円 
お申込み単位 500 万円以上 100 万円単位とし、上限は 5,000 万円 
予定配当率 0.70％ （※４）信託期間中の予定配当率の見直しは行いません。 
受託者 みずほ信託銀行 
取扱店 全支店（９２か店 出張所を除く） 

※３ 武蔵野銀行は、日本格付研究所（ＪＣＲ）より「Ａ+」の格付けを取得しております。 
   また本劣後特約付貸出金には日本格付研究所（ＪＣＲ）より予備格付「Ａ」を取得して

おります。 
※４ 実績配当型の金銭信託であり、預金と異なり元本および利益の保証はありません。 

以上 
 

報道機関からのお問い合わせ先 

総合企画部 坂本 

TEL（０４８）６４３－６４６８ 



 
（別紙） 

【用語のご説明】 

※１ 「金銭信託」とは、お客さまが受託者に金銭（信託金）を引渡し、受託者が一定の目的

に従い、お客さまや社会等のために、その金銭の運用等を行う取引の仕組みをいいます。 
※２ 「劣後特約付貸出金」とは、貸出先に一定の劣後事由（破産手続き、会社更生手続の開

始等）が発生した場合に、返済順位が預金者や普通社債保有者といった一般債権者より

後順位となる旨の特約が付いた貸付金をいいます。 
 
 
【運用の仕組み】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①お客さまは、金銭信託を購入（金銭の払込） 
②受託者は、金銭信託の運用（武蔵野銀行への劣後特約付貸出金および武蔵野銀行への預金）を行う。 
③武蔵野銀行は、受託者に対して劣後特約付借入金の返済・利息支払いおよび預金の払い戻しを行う。 
④受託者は、お客さまに対して決算日に配当金の支払および信託期間終了時に元本の支払を行う。 
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